
平成29年度第２回 田辺市障害者施策推進協議会 会議録 

 

１．開催日時 平成 29年 11 月９日 木曜日 午後７時 30分～午後 9 時５分 

 

２．開催場所 田辺市民総合センター １階 機能訓練室 

 

３．出席委員 委員 27名中 出席 21 名（うち代理出席１名）欠席６名 

 

４．事 務 局 障害福祉室 山田室長、山﨑主任、梶垣事務員 

 

５．傍 聴 者  なし 

 

６．内  容 

 ①  開  会 

  ②  会長挨拶 

③ 議  題 

 (1)計画の策定について 

  ①アンケート調査の報告について 

  ②田辺市第３期障害者計画及び第５期障害福祉計画、第１期障害児福祉計画の基本

概要について 

  ③田辺市の現状について 

 (2)田辺市職員対応要領について 

 (3)その他 

 

７．議題に対する質疑応答 

議題(1) 計画の策定について 

 ①アンケート調査の報告について 

②田辺市第３期障害者計画及び第５期障害福祉計画、第１期障害児福祉計画の基本概

要について 

 ③田辺市の現状について 

●Ｔ委員 

   アンケートの 12ページ、特定疾患の病名で「脊髄小腸変性症」となっているが「脊 

髄小脳変性症」の誤りであると思うのでご確認をお願いします。 

 ○事務局 

ご指摘ありがとうございます、傷病名を確認して正しく記載いたします。こちらにつ

きましては、アンケートで記載されたものを書き写したものでございますので、ひとつ

ひとつ確認してまいります。 

●会長 

  10 ページの精神障害者福祉手帳の等級で「知的」と書かれている表の区分が１級、

２級となっているが、知的障害の等級は、ＡとかＢではないですか。 



 ○事務局 

知的障害をもたれている方で、併せて精神障害をお持ちの方についての精神障害者

保健福祉手帳の等級となっております。 

●会長 

わかりました。表記方法について考慮いただければと思います。 

●会長 

計画の骨子案 43 ページの、基本理念について、２案併記となっていますが、２点と

も重要な表現が含まれていますので、どちらかを選ぶのではなく、併せ技のような表記

とすることではいかがでしょうか。権利条約の批准の中で、尊厳とかケアとか自立とか

の部分もあるので、表現として捨てがたい部分があると思います。 

 ●Ｙ委員 

「一人ひとりが尊ばれ安心を感じ暮らせる生涯福祉のまち」ということではどうで

すか。 

 ○事務局 

そのような表現で進めたいと思います。 

●会長 

ライフステージという意味で「生涯」を使ったうえで、「生涯（障害）福祉のまち」

としても良いと思います。 

 ●Ｆ委員 

今までは障害者計画と障害福祉計画の冊子が別物であったと思うのですが、今回か   

らは１つにまとめていくということですか。 

 ○事務局 

前回は大きな法律改正があり、本来は平成 23年度に障害者計画と障害福祉計画を作

る必要があったのですが、より改正法に沿った内容となるよう障害福祉計画の作成期

時期を 1 年遅くしました。今回は平成 30年度の制度改正の内容もほぼ把握できており

ますので、本来の形で一緒に作成することになります。 

 ●Ｆ委員 

障害福祉計画の方ですが、用語の問題です。法律とか国の制度の名称とかは別として、

「障害者」という言葉はあまり使わずに「障害のある人」という表し方をしていると思

いますが、そうしたときに、若干「障害者」という表現が残っている箇所があると思い

ますので、指摘させていただきます。それと、地域活動支援センターの説明で「通わせ」

という表現も気になります。また、地域活動支援センター事業、地域活動支援センター

機能強化事業という２つの事業が記載されているのに、見込み量を書く欄は、地域活動

支援センター機能強化事業の分しかありません。 

○事務局 

ご指摘を受けまして、全体的に見直し修正をいたします。地域活動支援センターにつ

いては、２種類の事業があるのですが、実質的には 1 事業所で２つの事業を実施してお

り、委託料の上で地域活動支援センター事業、地域活動支援センター機能強化事業と区

分をしている形になりますので、事業の見込み量の算定としては１つになります。誤解

のないよう、説明部分の書き表し方を考えてみます。 



●会長 

２ページの、国の制度改正等のまとめの部分で、発達障害者関連の法制度についての

記載を加えてもらったほうがいいと思います。発達障害ということが基本法の改正後、

明確に入ってきましたので。ないと具合が悪いと思います。 

○事務局 

わかりました。これも全体的に見直し、必要な部分を書き加えていきたいと思います。 

●会長 

33 ページで、27年度から市職員の採用に身体障害者対象の採用試験区分を設けてい

るとありますが、合理的配慮ということを考えれば知的障害者、精神障害者という分野

についても、課題として今後考える必要があると思います。一度にはいかないと思いま

すがよろしくお願いします。 

 

議題(2) 田辺市職員対応要領について 

  

質疑なし 

 

議題(3) その他 今後のスケジュールについて 

 

質疑なし 


